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はじめに

本書は、「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業／ウズベキスタン共和国における

分散型中・小型ガスタービン高効率コージェネレーションシステム実証事業」の個別テーマの事後評価に

係る報告書であり、ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程第２９条に基づき「エネルギー消費の効率化等

に資する我が国技術の国際実証事業／ウズベキスタン共和国における分散型中・小型ガスタービン高効率

コージェネレーションシステム実証事業」事後評価委員会を設置し、事業評価実施規程に基づき、評価を

実施し、確定した評価結果を評価報告書としてとりまとめたものである。

2022 年 11 月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

国際部

「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業／

ウズベキスタン共和国における分散型中・小型ガスタービン

高効率コージェネレーションシステム実証事業」個別テーマ／事後評価委員会



審議経過

〇 事後評価委員会：２０２２年９月５日（月）

公開セッション

１．開会、資料の確認

２．評価委員会の設置ついて

３．評価委員会の公開について

４．評価の実施方法について

５．事業の概要説明

非公開セッション

６．事業の詳細説明

７．意見交換

公開セッション

８．まとめ

９．今後の予定、その他、閉会
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ウズベキスタン共和国における分散型中・小型ガスタービン

⾼効率コージェネレーションシステム実証事業」個別テーマ／事後評価委員会
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第１章 評価



1. 総合評価

＜肯定的意見＞

・ 日本の技術の実証、ショーケースという意味では、様々な困難を克服し、十分な成果が得られた。

・ 人材育成や各種手続きのノウハウ化など、普及に向けての関連分野の準備も進んだ。

・ 現地の政府や企業との間で密なコミュニケーションと柔軟・適切な対応を図ることでほぼ計画どおりに実

証事業を遂行し、設備導入・運転管理および省エネ効果の両面で実証事業の成果を上げられた。今後にお

いては、現地政府が進めている IPP 事業方針の実現可能性について、その評価結果や対応策などが重要で

あり、現地政府への報告・提案に向けてその内容をより充実させる必要がある。

・ 40％の効率改善は素晴らしい実証成果。二酸化炭素削減効果も大きい。重油炊きで熱を共有している中央

アジアにおいて、省エネを促進するための一つのオプションとして提示できるようになったのは意義深い

と言える。夏場は発電で収益を得ようとする考えも合理的。

・ 本事業開始時点より、より一層カーボンニュートラルを加速する必要があり、その取り組みとして、我が

国の優れた高効率エネルギー技術を相手国の事情に適合させながら技術移転し、エネルギーインフラの再

構築につなげることは両国相互にメリットがある。社会インフラの老朽化した途上国において、我が国の

有する高効率コージェネレーションシステムが有意な省エネルギー効果をもたらし、相手国および同様に

エネルギー需要が伸びる地域（特に寒冷地ので暖房需要が支配的な地域）に普及するポテンシャルを示し

た。

・ 現地のオペレーターに対して、熱供給プラント構築・運用のノウハウを提供し、人材育成に貢献した。今

後、継続した協力関係につながるとよい。

＜今後に対する提言＞

・ 本事業の目的が、2 種類のコージェネレーションの実証を元に相手国へ日本の技術をアピールできればよ

いのか、その後の同国での導入・普及についても一定の道筋を立てることが求められるのか、あるいは、

エネルギー輸出国として、同国との友好関係に資することも求められるのか、あるいはそれ以外も含め、

目的として何があり、どれがどの程度重要だったのかが事前に明確ではなかったのではないか。今後の国

際エネ実証については、事業の目的（複数あるのであればその重みづけも含め）を明確にし、目的に対し

て、事業終了時に判断できる目標を設定し、当該目標に対する達成度を示すようにした方がよい。

・ 今後の普及活動方針として示されているように、現地での熱供給分野における IPP 事業の課題・実現可能

性に関する継続協議が非常に重要なポイントになる。現地での本システムの普及可能性について IPP 事

業との比較評価や対応策の検討を十分に行ったうえで、官民連携で現地政府および関係機関との継続協議

を行い、普及のための事業スキームを具体化してほしい。

・ 相手国は発電を民営化する方針。同国が望む民間投資による本事業の普及モデルをより具体的に検討すべ

きと考える。

・ 脱炭素の流れが加速する中、本事業を普及させるには、ヒートポンプなどの競合技術と、コストや二酸化

炭素排出量の面で比較し、その優位性を明示すべきと考える。

・ 現地の技術対応力からすると、きめ細かい遠隔メンテナンスシステムが必要である。

・ JICA 円借款の IPP スキームに近い代替案を提示しないと、先に進まないのではないか。提案するコージ

ェネレーションシステムの競合システムとの採算性の比較を示し、主要な事業性要因に関して、採算性の

感度解析を行い、代替案を提案する。国内外のパートナー候補ともより深い情報交換を行い、エネルギー

産業政策の制度設計を含め現地での受容性を高める努力が必要。



2. 各論

2.1. 事業の位置付け・必要性について

2.2 . 事業マネジメントについて

＜肯定的意見＞

・ 政策的必要性、NEDO 関与の必要性は認められ、相手国において、適切なテーマ設定と考えられる。

・ 大統領逝去に伴う、政権の変化にも対応し、継続できたのはよかった。

・ 相手国において省エネ技術の普及政策が進められる一方で、優れた省エネ技術をもつ日本企業が単独で

市場を開拓するのは困難な状況であることから、本実証事業により政府・NEDO が関与することの意義

は大きい。

・ 相手国は北海道並みの寒冷地で、重油炊きの熱で暖房を取っている。非常に効率が悪く、熱電併給によ

る効率化を目指した本取り組みの意義は高い。効率化により、二酸化炭素削減の効果も得ることができ

る。

・ 本事業の技術的成果は、社会インフラの老朽化した途上国において、我が国の有する高効率コージェネ

レーションシステムが有意な省エネルギー効果をもたらし、相手国および同様にエネルギー需要が伸び

る地域（特に寒冷地ので暖房需要が支配的な地域）に普及するポテンシャルを示した。

・ 相手国は天然ガスの資源国であり、我が国との関係強化は、燃料調達の面でエネルギーセキュリティに

寄与する可能性がある。

＜改善すべき点＞

・ 相手国側の本プロジェクトへの位置づけを高めるためにも、同国側の評価にも関与し、同国のコミット

を引き出す（本技術の普及をすべきという政策に誘導する）ための方策を考えてほしい。

・ 本実証事業で終わらせずに、相手国への技術普及を見据えて実証事業後の現地政策にどのように関わっ

ていくのかが重要であり、今後の官民連携の方針・取組を早期に具体化していく必要がある。

・ コロナ禍があり、困難であったかもしれないが、エネルギー省、エネルギー事業者のキーパーソンの日

本への訪問で関連制度や望ましい事業スキームに対するより深い理解を得るとよかった。

＜肯定的意見＞

・ 実証事業を進めるにあたり、相手国との関係としての体制構築は適切である。

・ 現地の政府や企業等との連携において、役割や費用などの分担を行いながら、ほぼ計画どおりに実証を

完了させて実証事業の成果を上げられた。またコロナ渦による各種制約があったものの、関係者間での

コミュニケーションと柔軟な対応により適切にマネジメントを実施しており、成功事例や教訓事例を踏

まえて今後の事業展開を想定した準備・課題整理ができている。

・ 途上国での 1 か月前倒しでの完工は先方政府と信頼関係があってこそ。良好な関係が構築されたと考え

る。

・ 事業者と相手国企業との間に capacity building も含めて、事業遂行上必要な協力関係を構築できた。な

ければ、計画通りには遂行できなかったと思料する。

・ コージェネレーションを用いた地域熱供給システムとして、欧米メーカーと比して、少なくとも技術的

な優位性を有する（経済性に関しては比較分析が示されなかった）。



2.3. 事業成果について

＜改善すべき点＞

・ 熱供給が冬季だけというときに、コージェネレーションが他の技術に対して比較優位であることを説明

いただくとよかった。

・ （後段に説明があったが）相手国にどのくらいの市場があった上で、この実証（7MW、17MW）が適切

であるという説明がなされるとよい。

・ 本システムの国際的な価格競争力を示すべきである。

・ 政策変更（相手国の IPP スキーム採用）への対応が必要である。

＜肯定的意見＞

・ 設計値を上回る（特に RK-3 は顕著に総合エネルギー効率が高い）成果が得られ、問題なく継続運転で

きているのは評価できる。

・ 事前準備を入念に行うことで、相手国への輸送を計画よりも早く実施できた。

・ 工事の遅延を試運転期間の圧縮で挽回できた

・ 現地の熱供給サイトに対して、設計から調達・施工、運転までを完了させ、省エネ効果や課題・ノウハウ

などの成果をとりまとめており、実証事業としての成果を達成している。

・ 40％の効率改善は素晴らしい実証成果と言える。二酸化炭素削減も同程度以上の効果があると考える。

・ 夏場は発電で収益を上げようとする考えは合理的であると言える。

・ 設計値を上回る効率を達成し、省エネルギー効果・省 CO2 効果を実証した。欧米の競合技術とエネルギ

ー効率など定量的な評価を行った。

・ 工程管理手法など改善すべき点を含め、現場で多くの貴重な教訓を得た。公的補助を受けた事業である

ため、同様の国情を有する国を対象とする際、（支障のない範囲で）今後のプロジェクト関係者とも共有

することが望ましい。

＜改善すべき点＞

・ 建設機器・据付工事の遅延に関して、2019 年 8 月の RK-3 の経験をもとに、リスク予兆の把握～予兆の

評価～評価に基づく対策という取り組みを強化し、2020 年 9 月の CHP では遅延しないように対策が取

れるとよかった。

・ 相手国政府に対しては、本技術の普及に関する必要性を十分に理解してもらうため、本実証事業そのも

のの事業性評価および省エネ効果だけでなく、本技術を普及させた場合の全体の省エネ効果や費用対効

果、CO2 削減目標へのインパクトなどをあわせて提示していく必要がある。

・ ヒートポンプなどの競合技術との比較優位が分析されていれば、なおよかった。

・ 既往設備との比較で、省エネルギー効果・省 CO2 効果を示す際には絶対値のみでなく、削減率など％で

表記すべき。

・ 現地の技術対応力からすると、きめ細かい遠隔メンテナンスシステムが必要である。



2.4. 事業成果の普及可能性

＜肯定的意見＞

・ 熱需要や既存施設の老朽化等、事業成果の普及の素地はある。

・ 今後の導入先として想定されるサイト候補を対象に供給能力や設置年、運転状況などを調査するととも

に、熱供給モデルの比較や IPP 事業の実施状況を把握しており、今後の普及活動に関する具体的な方針

を掲げている。

・ 利子の低い円借款による普及は、事業コストを削減できるため、エンドユーザーの負担を減らすことが

できる。

・ 現地の周囲の国も、重油炊きによる熱供給を行っており、ビジネスの面的拡大が期待できる。

・ 相手国には更新すべき多くの老朽化プラントがあり、市場ポテンシャルはある。

＜改善すべき点＞

・ 相手国が円借款から IPP 事業スキームにかじを切るという政策変更はやむを得ない面もあるが、政府あ

るいは NEDO として関与できる余地はなかったか。

・ 一方で、円借款頼みの事業計画では、多くの普及は見込めない。省エネ効果で投資回収ができるスキーム

（ESCO 事業等）を考えるべきではないか。

・ 普及可能性については、現地政府が進めている民間・外資による IPP 事業では、熱供給での事業収益性

が見込まれない点を認識してもらうことが重要である。そのため、IPP 事業では熱供給システムの更新・

普及が進まない具体的な根拠・理由や、IPP 事業以外での事業スキームに関するオプションをより充実

させる必要がある。

・ 相手国では発電民営化の動きが本格化しており、同国が望む民間投資による普及モデルをより具体的に

検討すべきではないか。

・ 提案するコージェネレーションシステムの競合システムとの採算性の比較が示されず、価格競争力の程

度が不明。

・ JICA 円借款の代替案（IPP スキームに近い）を提示しないと、先に進まないのではないか。



3. 評点結果

評価項目 平均値 素点（注）

１．事業の位置付け・必要性 2.8 B A A A

２．事業マネジメント 2.5 B A A B

３．事業成果 2.3 B B B A

４．事業成果の普及可能性 1.0 D C C B

（注）素点は各委員の評価。平均値は A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に

換算し算出した。また、読み手による解釈を統一するため、以下の判定基準は、

A 及び B はポジティブ、C 及び D はネガティブとして扱った。

〈判定基準〉

１．事業の位置付け・必要性 ３．実証事業成果

・非常に重要 →A

・重要 →B

・概ね妥当 →C

・妥当性がない、又は失われた →D

・非常によい →A

・よい →B

・概ね妥当 →C

・妥当とはいえない →D

２．実証事業マネジメント ４．事業成果の普及可能性

・非常によい →A

・よい →B

・概ね適切 →C

・適切とはいえない →D

・明確 →A

・妥当 →B

・概ね妥当 →C

・見通しが不明 →D

1.0

2.3

2.5

2.8

0.0 1.0 2.0 3.0

４．事業成果の普及可能性

３．事業成果

２．事業マネジメント

１．事業の位置付け・必要性



第２章 評価対象事業に係る資料











































参考資料 評価の実施方法



資料 4-2

1

「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業／

ウズベキスタン共和国における分散型中・小型ガスタービン

高効率コージェネレーションシステム実証事業」

個別テーマ／事後評価に係る評価項目・基準

１．事業の位置付け・必要性

(1) 政策的必要性

・ 事業の成果は、省エネルギー、新エネルギー技術の普及に資するものであったか。ま

たは、制度的に先行している海外のエネルギー市場での実証等の場合、その成果は日

本への還元が期待できるか。

・ 事業の成果は、我が国のエネルギー関連技術の国内外への展開、国内外のエネルギー

転換・脱炭素化、世界のエネルギー需給の緩和を通じた我が国のエネルギーセキュリ

ティに貢献するものであったか。

・ 日本政府のエネルギー基本計画等の政策の趣旨に合致していたか。

・ 相手国政府との政治・経済的な関係を考慮した効果的なアプローチとなっていたか。

(2) NEDO 関与の必要性

・ 民間企業のみで取り組むにはリスクが高いこと、かつ社会的意義（実証研究を実施し、

またその後普及することで、対象国・地域や日本におけるエネルギー問題、二酸化炭

素排出、インフラ整備、雇用、人材育成等、各種課題の解決への貢献又は波及）があ

ることにより公的資金を投入する意義があったか。

・ 他の手法（日本への招聘、技術者の派遣等）と比較して、対象国における実証という

手法が適切であったか。

２．事業マネジメント

(1) 相手国との関係構築の妥当性

・ 相手国側との間で、適切に役割及び経費が分担されたか。

・ 相手国の政府関係機関から必要な協力が得られたか。また、政府関係機関との間で今

後の普及に資する良好な関係が構築できたか。

(2) 実施体制の妥当性

・ 事業者と相手国企業との間で構築された協力体制は妥当であったか。

・ 事業者の実施体制（当該事業に関係する実績や必要な設備、研究者等）は妥当であっ

たか。

(3) 事業内容・計画の妥当性

・ 事業の内容や計画は妥当であったか。
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・ NEDO が負担する経費について、項目や金額規模は妥当であったか。

・ 対象技術について、国際的な技術水準や競合技術の状況が適切に分析され、我が国が

強みを有するといえるものであったか。

・ 事業で使用した技術等は、相手国における諸規制等に適合していたか。

・ 標準化の獲得が普及促進に資すると考えられる場合、標準化に向けた取組が適切に実

施されていたか。

・ 事業の進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に適切に

対応していたか。

３．事業成果

(1) 目標の達成状況と成果の意義

・ 事業の目標を達成したか。未達成の場合は、その原因が分析され、課題解決の方針が

明確になっているなど、成果として評価できるものか。

・ 実証事業を通じて、既存技術や競合技術との優位性を定量的に検証することができた

か。

・ 投入された NEDO の予算に見合った成果が得られたか。

・ 目標として設定し、さらには実際に事業で得られたエネルギー消費削減効果・石油代

替効果及び CO2削減効果は妥当な水準であったか。

・ トラブル対応など、実証事業を通じて得られた経験が教訓として蓄積されているか。

４．事業成果の普及可能性

(1) 事業成果の競争力

・ 相手国やその他の国・地域において普及の可能性があるか。将来的に市場の拡大が期

待できると考えられるか。（そう考えるに至った根拠を経済性評価の資料等で示せる

ことが望ましい。）

・ 普及段階のコスト水準や採算性は妥当と考えられるか。また、事業終了から普及段階

に至るまでの計画は、事業化評価時点のものより具体的かつ妥当なものになっている

と考えられるか。（事業化評価時に作成された経済性評価の売上と利益見込みが更新

されているか。）

・ 競合他者に対する強み・弱みの分析がなされているか。特に、競合他者に対して、単

純な経済性だけでない付加価値（品質・機能等）による差別化が認められるか。

・ 想定されるビジネスリスク（信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、

規制リスク等）が棚卸されているか。その上で、これらリスクに係る回避策が適切に

検討されているか。

(2) 普及体制

・ 営業、部材生産、建設、メンテナンスなどの役割分担毎に、他社との提携や合弁会社

の設立など、ビジネスを実施する上での体制が検討されているか。（既に現地パート
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ナーとの提携の実績がある、現地又は近隣に普及展開のための拠点を設置することに

ついて検討されていることが望ましい。）

・ 当該事業が事業者の事業ドメインに合致している、又は経営レベルでの意思決定が行

われているか。

(3) ビジネスモデル

・ 相手国やその他普及の可能性がある国・地域での普及に向けて、具体的かつ実現可能

性の高いビジネスプランが検討されているか。

・ 相手国やその他普及の可能性がある国・地域において、普及に資する営業活動・標準

化活動が検討されているか。

・ 事業者が継続的に事業に関与できるスキームとなっているか。

・ 標準化の獲得が普及促進に資すると考えられる場合、標準化を考慮したビジネスプラ

ンが検討されているか。

(4) 政策形成・支援措置

・ 相手国やその他普及の可能性がある国・地域において、普及のために必要な政策形

成・支援措置が検討されているか。

(5) 他の国・地域等への波及効果の可能性

・ 当該技術の普及が、相手国・地域のみならず、他の国・地域や日本におけるエネルギ

ー問題、CO2 排出抑制、インフラ整備、雇用、人材育成、制度設計等、各種課題の解

決への貢献又は波及効果が期待できるか。


